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フランスの柔道指導者資格制度を考える

濱 田 初 幸 1）　　Yves CADOT2）

Study on judo coaching qualification systems in France

Hatsuyuki HAMADA1), Yves CADOT2)

Abstract

The body that oversees judo in Japan, the All Japan Judo Federation, has faced successive scandals 
involving violent incidents and fatal accidents which have served to give rise to social criticisms of its coaching 
practices. In April 2013, the organization launched a Certified Judo Coaching Qualification System in order “to 
improve coaches’ qualities and coaching ability, to enhance public trust in coaching practice, and to ensure 
coaches’ status.”

Conversely, another judo powerhouse, the Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées (FFJDA), had defined professional judo qualifications, thereby establishing a national coaching 
qualification system, in a national sports-related law enacted in 1955.

Although the differences between the Japanese and French social systems preclude any simple 
comparison, a number of experts have recommended the FFJDA coaching qualification system as a model for 
Japan. In 2008, the FFJDA introduced a new qualification system comprising six stages, such as the Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS), and established an even more thorough 
policy for coaching training.

The FFJDA is home to a variety of approaches, including a rigorous national examination system that 
allows coaching trainees to take an examination after a long period of training, a tutorial system (tuteur), a 
reciprocal exchange system (dispositifs de formation en alternance) and a screening system that leads to 
trainee certification. This has resulted not only in zero fatal accidents among judoka,but also in increased 
enrollment in the sport as well as an improvement in competitive ability, as reflected in France’s second-place 
ranking in judo at the 2012 London Olympics. The FFJDA system may thus serve as a useful case study for 
Japan, which is seeking to enhance its own coaching qualification system.
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Ⅰ　はじめに
　我が国ではスポーツ振興法の全面改正により，
新たに制定された「スポーツ基本法」（平成 23 年
法律第 78 号），第 11 条において，「国及び地方公
共団体は，スポーツの指導者その他スポーツの推
進に寄与する人材（以下「指導者等」という。）
の養成及び資質の向上並びにその活用のため，系
統的な養成システムの開発又は利用への支援，研
究集会又は講習会（以下「研究集会等」という。）
の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなけ
ればならない」30）と明記され，スポーツ指導者の
養成・確保・活用の重要性を挙げている。
　文部科学省が所管する柔道競技統括団体である
公益財団法人全日本柔道連盟（以下「全柔連」と
略す）においても，指導者の資質と指導能力の向
上を図り，社会的信用を高め，地位を保証するた
めに「公認柔道指導者資格制度」を平成 25 年

（2013）4 月にスタートさせた 28）38）50）。
　講道館柔道が創始され 130 有余年経過したが，
日本の柔道界には明確な指導者資格制度（以下「資
格制度」と略す）は存在してこなかった 25）39）。昭
和 63 年（1988）に法人化された全柔連は，指導
者と競技者に区分した登録制度を初めて導入した
が，その内容は「指導者登録の権利は原則として
選手，役員，係員，審判になれること」と明記さ
れている制度であった 29）。指導者になるための
特定の試験や審査はなく，講道館初段以上の有段
者であれば，登録費を納めると認められる制度で
あった。十分な教育，指導法を学ぶ機会が無く，
未熟な指導方法や知識不足の中で活動する傾向が
見られた 20）。十分に精査した資格制度が無い中
で指導が行われてきたことが，事故や不祥事の原
因になっているのではないかと，世論から批判や
指摘を受けたことが引き金となり 2）40），その対策
の一環として資格制度新設に至った経緯があ
る 38）。
　平成 23 年（2011）に柔道の実践中に起きた死
亡事故がメディアで大々的に報道される中 37），
知識人や報道関係者の間で注目されたのが，フラ
ンス柔道である 21）34）。柔道大国と言われるフラン
スでは 41），フランス柔道連盟の登録者数が 60 万

人を超え，我が国の約 3 倍にも及ぶ登録者を有し
ており（表 1，図 1），その約 80% は 14 歳以下と
いうことである 42）。にもかかわらず，平成 22 年

（2010）のデータでは，フランスは柔道実践者の
死亡事故がゼロ 23）26）であることを受け，注目さ
れるようになった。
　山口 43）は，日本の柔道も海外の事例などに目
を向けて，システムや指導における根本的な考え
方を問い直す時期に来ていると著している。宗
岡 3）28）も海外の事例を参考に制度の充実化を図る
必要があると述べ，ひな形の一つとしてフランス
の資格制度を我が国が参考とするべきモデルケー
スとして取り挙げている。
　フランスでは，昭和 30 年（1955）に「柔道及
び柔術の教授の職業並びに当該格闘スポーツの教
育にあてられる道場の開設を規制することに関す
る法律」が制定され，スポーツ国家法によって，
関係組織活動の許認可権や違反者に対する刑罰が
定められ，国家資格として柔道指導者資格制度が
創設された 32）47）。昭和 49 年（1974）には，46 の
スポーツ競技の国家資格と試験制度が統一され，
指導者レベルの格付けとして，ブルベデタ（Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif，以下「BEES」と略す），
一級（初級），二級（中級），三級（上級）の制度
を拵えて，指導者の資質の向上を図ってきた 12）。
　より専門性の高い職能システムを構築すること
から，平成 20 年（2008）12 月にはブルベデタに
代わり，ディプロムデタ（Diplômes d’État，以
下「DE」と略す）が新規導入され，「BPJEPS」

（Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Édu-Édu-
cation Populaire et du Sport，青少年・社会教育・
スポーツ専門資格認定証），「DEJEPS」（Diplôme 
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport，青少年・社会教育・スポーツ国家
資格免許状），「DESJEPS」（Diplôme d’État Su-Su-
périeur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et du Sport，青少年・社会教育・スポーツ国家
上級資格免許状）等が新設された。これらの国家
資格を取得した柔道家たちの多くが，プロフェッ
ショナルとして柔道で生計を立てている 9）。ただ
し，BPJEPS は 2013 年から新設された国家免許
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であり，現時点で資格取得登録者が存在しないこ
とから，本論では対象としない。その他にも，国
家資格に準ずるセキュペ（Certificat de Qualifi -Qualifi-
cation Professionnelle Assistant Professeur 
d’Arts Martiaux，武道指導許可証プロアシスタ
ント，以下「CQPAPAM」と略す）と呼ばれる

指導時間に制限が設けられた有償の資格やボラン
ティア資格として 3 段階の資格免許があり，指導
レベルや有償か否かなどを定めた 6 段階に区分さ
れた資格制度が存在する（表 2）。
　日本とフランスの歴史，文化，慣習，社会制度，
スポーツに対する社会的認知度等は大きく異な
り，一概に論ずることには無理があるが，幾度か
の変遷を経て継続して受け継がれているフランス
柔道連盟（Fédération Française de Judo, Jujitsu, 
Kendo et Disciplines Associées，以下「FFJDA」
と略す）の資格制度の詳細を掌握しておくことは
意義があると考える。
　本研究は柔道先進国の一つである FFJDA の新
規資格制度に関する事例を報告し，将来に向けて
資格制度の見直し，整理，改正を図るなど再構築
の際の基礎的資料に資することを目的とする。
　本稿では，主に全柔連の最上級資格に当たる「A
指導員」の規程 48）について，FFJDA の指導者
区 分 の 中 で 上 位 資 格 と し て 位 置 付 け ら れ る
DEJEPS を比較対象として論を講じる（旧 BEES
一級所持者は，DEJEPSに移行した）。DEJEPSは， 

表 1　2013　FFJDA種目別内訳

図 1　�2009-2013�FFJDAと日本柔道登録人口の推移�
（FFJDAホームページから入手した資料を元に作成）

（FFJDA ホームページから入手した資料を元に作成）
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FFJDA の全指導者の中で過半数以上の割合を占
め（図 2），在籍する約 5,500 クラブ 13）の中で指
導運営の中核を担っている。なお，最上級資格・
DESJEPS は FFJDA の技術管理者，ナショナル
レベルの監督やコーチのために設定されている資
格制度で，所持者数が非常に少ないことから，本
研究対象からは除外する。

Ⅱ　研究方法
1．調査期間
1） 平成 26 年（2014）7 月 14 日－18 日，フランス・

モンペリエで開催された柔道キャンプ
2） 平成 26 年（2014）10 月 29 日－11 月 6 日，マ

ルセイユで開催された柔道研修会

2．資料提供者・聞き取り調査対象者及び場所
1） モンペリエ柔道キャンプ指導責任者・Patrick 

Roux
 　：Palais des sports René Bougnol
2） ブーシュ・ド・ローヌ県柔道連盟会長・Alain 

Julien
 　：MARSEILLE DOJO BOUGAINVILLE
　主に上記責任者から一人当たり 1 時間程度の聞
き取り調査を 4 回行った。その際に記述した資料
の一部を入手することができた。質疑応答につい
ては通訳者の Jean-Michel LEVEQUE 3 段（Massil-Massil-
lia Sports JUDO Club 指導者で DEJEPS 所持者，

表 2　FFJDA�指導者資格の概要

図 2　�2001�指導者資格で見た指導者の割合�
（FFJDAホームページから入手した資料を元に
作成）

（FFJDA ホームページから入手した資料を元に作成）

23%
9%

68%
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大阪外国語大学留学歴があり，日本語が堪能）を
介して記録した。

Ⅲ　�全柔連・A指導員とFFJDA・DEJEPSの概要
　全柔連・A 指導員と FFJDA・DEJEPS の制度
を比較するために，表 3 に，A 指導員に関する
主要な条件に沿って DEJEPS の概要を示した（表
3）。

Ⅳ　考察
1．資格の位置付け
　表 3 から，両国の資格制度規程の違いが見られ
る。FFJDA は，昭和 30 年（1955）に創始され
約 60 年を経ているが，全柔連資格制度は平成 25
年（2013）新設されたことから歴史が浅く，円滑
に運営され効果的な制度として活用されていくの
か，今後の動向を注視していかなければならない。
資格発行元は競技団体を統括する全柔連である
が，FFJDA は国家資格として健康・スポーツ省

（Ministère de la Santé et des Sports）から発行
され，重責度，認知度，資格取得の難易度，厳格
さ，その差異は明確である。また FFJDA 資格制
度は，レベルに応じて 6 区分に分類されているの
に対して，全柔連は 3 区分で構築されている。
　小笠原らによれば 31），「フランス国内ではフラ
ンス第 5 共和国憲法のパリテ条項・スポーツ法典
において，スポーツ及び身体活動等の指導を行う
者には，資格所持義務が課せられ，違反者に対し
ては 1 年の懲役と 15,000€ の罰金刑に処する」と
される。また，彼らの報告では武道固有の段級制
度に関する記述が在り，「柔道等の格闘技領域に
関する段もしくは級について，国家から権限を委
任された連盟の段・級に関する専門委員会から交
付されたものでない限り，認可されない」と著さ
れる。法律条文に段・級認可に関する規程が定め
られ，これを受け，受験資格条件にも段位基準が
設けられていることからも，フランス社会に柔道
文化が深く浸透していることが推測される。1955
年に成立したこの条文主旨として，起案者から生
徒の安全性の確保，柔道等が単に身体技術的な方
法を教えるだけではなく，知的能力，道徳的，教

育的な価値を重んじるスポーツとして社会的に評
価されていることが明記 32）されたことからも，
柔道に対する国民の認知度の高さが窺える。

2．資格取得の事前条件
　全柔連資格取得事前条件は 24 歳以上 5 段以上
で，B 資格取得後 2 年以上経過しなければならな
いと定められているが，FFJDA は 18 歳以上 2
段以上と年齢，段位に差異が見られる（表 4）。
これは両国の昇段システムの相違が影響している
と考える。全柔連では 14 歳以上で 1 年の修行年
限を経れば初段を受験できるが 17），FFJDA では
修行年限 3 年以上を経過し，15 歳以上とされ修
行年限，年齢共に受験資格基準が高くなってい
る 11）。全柔連の昇段審査規程では，試合におけ
る勝敗に重点を置き，実践力を重視する傾向が見
られる。平成 17 年（2005）に FFJDA 及びドイ
ツ 柔 道 連 盟（Deutscher Judo-Bund e.V., DJB）
の昇段試験を視察し，その際の聞き取り調査から
両国ともに段位制度の位置付けの高さ，高度な形
が試験に課せられ，さらに独自に考案した形の演
武が課せられていたことを発表した。また，連絡
技，固技の技術を解説した論文を事前に提出し，
演武の際には 3 名～ 6 名の審査委員による口頭試
験が課せられ，受験者のプレゼンテーション力，
コーチング力，論理性の有無が求められ，指導者
としての能力が問われる質問内容であったことも
報告した 15）。
　FFJDA 資格取得基準年齢が 18 歳に設定され
ている理由には，フランスの成人年齢が 18 歳で
あることが挙げられる 18）。18 歳から成人として
認めていることから，指導者としての義務や責任
を果たすことが可能であるとの判断から，成人年
齢と資格基準年齢を同一にしていると考える。さ
らにフランスの大学進学率は日本よりも低い教育
状況にあることからも，この年齢に設定している
ことが推測される。日本の高等教育機関への進学
率は 57.6％であるが，フランスは約 41% と低い
ことが報告されている 27）。就職する若者層の割
合が高く，職業選択肢として，柔道専門指導者を
志望する若年層が存在することから，この年齢に
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表 3　全柔連・A指導員と FFJDA・DEJPSの概要一覧
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設定されていると考える。聞き取り調査からは，
資格取得基準の低年齢，低段位が指導力の低下に
影響するのではないかと危惧する意見が聞かれ
た。

3．職務権限及び活動範囲
　全柔連は，A 指導員の職務権限を「指導者向
けの講習会の講師」と「チームの監督」と定めて
いる。
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　FFJDA は，その資格制度の中で，活動の基本
方針 5 事項を定め，その方針に従って活動明細を
以下の 4 項目に分類，さらに具体的且つ詳細に構
成したシート（表 5）を作成している。
　その方針としては，A「柔道 / 柔術のスポーツ
活動レベル昇進プログラムの設計」，B「特定種
目の昇進プログラム実施の調整（コーディネー
ション）」，C「スポーツ活動レベル昇進の実施」，
D「指導育成活動の実施内容」が挙げられ，項目
毎に活動詳細が具体的に示されている。地域，行
政との連携活動を念頭に，教育的配慮，組織の運
営，予算の透明化，技術指導法，安全性，指導方
針の明確化や発信法等について 53 事例が提示さ
れている。
　全柔連資格制度が職務権限，活動範囲と限定さ
れた範囲に留まっているのに対して，FFJDA は
明確で幅広く，権利の主張，労働活動の制限，責
任性，労働の円滑化，透明性，公平性が保たれて
いることが窺える。

4．特例及び推薦
　全柔連は中等教育機関に勤務する教員等を対象
に特例事項を定め，無資格者であっても当該校柔
道部顧問については，登録団体からの推薦で監督
行為を認めている（学校顧問特例資格）。中学・
高校の柔道部活動の専門指導者が不足し 44），資
格所持者が少ないための救済処置と考える。
　FFJDA は，学校関係者に関する特例事項の定
めはない。ただし，免除制度が設けられている。

この制度は本試験を免除するものではなく，研修
生としての適格認定を受けるための事前条件を免
除するものであり，指導力の低下や安全性に不安
を与えるものではないと考える。
　フランスと日本では教育制度や教育事情，社会
制度が大きく異なっている。フランスでは，歴史
的に学校体育・課外活動が十分に機能してこな
かった 33）35）ことから，日本柔道の活動基盤を成
す課外活動に類似したスポーツ活動は，ほとんど
存在しない。FFJDA の活動基盤は地域に根ざし
たクラブである 14）。学校とクラブ，基盤背景の
相違が資格制度全体を根底から異にする要因と
なっている。

5．研修内容と試験
　全柔連は講習会を受講し，試験に合格しなけれ
ばならないと定められているが，講習会で学ぶべ
き知識，理論，技能等の内容，試験概要について
は明記されていない。
　FFJDA は，4 分野で構成された資格付与ガイ
ドライン総括（Référentiel de certification: 以下

「ガイドライン総括」と略す，表 6）にあるように，
明確に研修指導基準，研修内容，試験基準を定め
ている。ガイドライン総括は UC（Unité Capital-Capital-
isable）1 から UC4 で構成され，4 分野のカリキュ
ラムがさらに詳細に記述されている。詳細な項目
の一つひとつが研修期間内に取得する積立単位群
であり，資格試験の構成部分として，取り込み最
終ターゲット（OTI: Objectif Terminal d’Intégra-Intégra-

表 4　日本とフランスの昇段制度比較

（FFJDA ホームページから入手した資料を元に作成）
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tion）に組み入れられている。指導者もこのガイ
ドライン総括に沿って講義，実技指導，試験を実
施する。
　旧資格制度 BEES 一級から DEJEPS へ移行し
た特徴の一つに，合否基準の改訂が挙げられる。
BEES 一級では，「トロンコモン（Tronc com-com-

mun）」と呼ばれる全種目共通試験に合格しなけ
れば，二次試験は受験できなかった。DEJEPS で
は，トロンコモンは廃止され，UC1 から UC4 の
4 分野毎に試験が課せられ，全てにおいて合格し
なければならない。BEES 一級では，知識・理論
領域は低得点であっても，柔道実技でカバーする

表 5（1）　活動明細シート
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ことができたが，新規資格制度においては，理論
と実技の両分野において，一定のレベルに達しな
ければ不合格となる。理論と実技，両方にバラン
スの取れた指導者育成を目指していることが窺え
る。
　4 分野からなる試験の概要は以下の通りであ
る。

（1）資格試験 1「教育プロジェクト関連」
　受験生はクラブ団体での実指導経験を元に，実

績をもっている教育プロジェクト，またはこれか
ら実行する計画の教育プロジェクトに関する最低
30 ページの計画書を提出する。
　同計画書の主な構成は以下の通りとする。
①スタート時点の環境条件
② プロジェクトの目的，指導方法と実施する指導

内容
③物理的人材的体制
④プロジェクトの評価記述

表 5（2）　活動明細シート
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表 6（1）　資格付与ガイドライン総括　　UC1（積立単位群 1）
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表 6（2-1）　資格付与ガイドライン総括　　UC1（積立単位群 1）
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表 6（2-2）　資格付与ガイドライン総括　　UC2（積立単位群 2）
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表 6（3-1）　資格付与ガイドライン総括　　UC3（積立単位群 3）
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　同計画書を以て，受験生による 20 分のプレゼ
ンテーションが行われた後，審査員と 20 分間の
口頭試問試験が行われる。この資格試験の合格に
て，単位群 UC1（昇進活動プロジェクト設計能力）
は有効化される。
　UC1 における柔道 / 柔術の主な研修内容は
①フランススポーツ組織②柔道・柔術の歴史③嘉
納治五郎講道館創始の理念④スポーツ体育活動規
則の理解⑤フランス法律の基礎⑥登録関連⑦柔道

場の環境整備⑧スポーツ法の理解⑨ FFJDA 規則
理解⑩級・段の構造理解⑪地域行政との関わり方
⑫多様な生徒への指導法⑬市町村スポーツ政策の
理解⑭指導計画の作成，評価⑮予算作成などの財
務管理から構成されている。

（2）資格試験 2「クラブ開発プロジェクト関連」
　受験生は柔道 / 柔術のクラブ団体の発展，また
は創設プロジェクトを目的とする最低 30 ページ
の計画書を作成する。同計画書の主な構成は以下

表 6（3-2）　資格付与ガイドライン総括　　UC3（積立単位群 3）
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の通りとする。
①組織の正確な診断
②プロジェクトの目的
③実行すべきアクションの内訳
④財政・人事面の仕組み
⑤プロジェクトの評価記述
　同計画書を以て，受験生による 20 分のプレゼ
ンテーションが行われた後，審査員と 20 分間の
口頭試問試験が行われる。この資格試験の合格に

て，単位群 UC2（行動計画のコーディネーショ
ン能力）は有効化される。
　UC2 の研修内容は①集団活動法と引率②指導
者に求められるスピーチ力や会議運営法，行動の
仕方③労働法の基礎知識④コミュニケーション力
養成⑤コミュニケーション方法⑥教材の選定，管
理，更新に関する知識から構成されている。上記
2 項は，共通科目要素を成している。

（3）資格試験 3「模擬授業による実践指導力」

表 6（4）　資格付与ガイドライン総括　　UC4（積立単位群 4）
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　受験生は，自己の指導全体スケジュールに対す
る位置付けを明確にした 1 時間～ 1 時間半の指導
セッションを準備し実施する。指導セッション実
施後に審査員との 20 分間の口頭試問試験が行わ
れる。この面接試験で稽古実施の安全管理面も含
まれる。この資格試験 3 の合格にて，単位群
UC3（スポーツ活動レベル昇進手順の実行能力）
は有効化される。
　UC3 の研修内容は①年齢別・段階的指導法
②クラブ組織としての教育的取り組み③幼児用の
形・寝技・柔術指導法④対象に応じた体力向上法
と評価⑤適切な練習法構築⑥ナショナルチームレ
ベル対象の指導法の構築⑦技術・戦術の対策法
⑧体力向上対策⑨適性階級の選別と健康管理⑩試
合前・試合中・試合後の対策とコーチング法⑪柔
道 / 柔術の基本技術（形・応用技・乱取・試合を
含めた技術指導）の指導法で構成されている。
　UC3 は技能の中で中核的存在になるので，こ
の単位群は育成システムの数量面と品質面におい
て優先度の高い主軸の位置を占め，重要度の高い
群であることが明記されている。この分野に関す
る聞き取り調査からは，段階に応じた系統化され
た安全な指導法を最優先していることが窺われ
る。

（4）資格試験 4「実技力，技能レベル審査」
　受験生はデモンストレーションの正確な詳細プ
ランを作成し，その中にデモンストレーションを
貫く全体原則と学習方法の事例も盛り込む。受験
生はデモンストレーションに取り入れた主な技
と，指導を受ける側の安全確保のキーポイントに
ついてコメントを加える。30 分間でコメントを
加えながら，次のデモンストレーションを行う。
①柔道
a．立技，寝技の攻撃と防御システム全体又は一
部の 15 分間のデモンストレーション
b．形：投の形，固の形，極の形，後の先の形，
護身術の内，くじ引きで一つの形を選択する。
②柔術
a．「組みつかれた場合，離れた場合」と「突き，
当身」の攻撃に対する護身対応の最低 4 分間の自
由表現（既存の形に依らない）デモンストレーショ

ン（あくまで護身を念頭においたデモンストレー
ション）。
　この資格試験 4 の合格にて，単位群 UC4「種
目の安全管理能力」の単位群は有効化される。
　UC4 の研修内容は①初級から 4 段までの技術
を指導する能力（技の攻防と形技能の修得）②未
成年者の宿泊，滞在に関する規則理解（安全性の
確保）③ドーピングに関する知識④柔道の文化性
に関する理解から構成されている。
　資格試験 1 から 3 の項目については試験前に論
文提出が義務化され，試験当日は論文のプレゼン
テーションを行い，その後に審査員から口頭試問
試験による質疑応答が課せられる。資格試験 4 に
ついては，柔道 / 柔術に関して自らが考案した技
の独自性が求められる特徴と安全性の確保を強調
していることが分かる。
　研修内容は共通科目と専門科目に分類され，指
導者に必要な理論・知識やクラブ運営，財務関連，
法律や地域行政との関わり等幅広く，さらに柔
道 / 柔術の高い専門性が求められ，安全を重視し，
基本から応用までを指導する能力，スポーツ全般
の法律や責任まで学べる内容になっていることか
ら，高い信頼性を確保することが可能である。
FFJDA 会長の Jean-Luc Rougé は「フランスの
指導者資格は，高等教育の後に 2 年間勉強してよ
うやく得られるレベルの高いもので，医学や解剖
学，生理学，そして柔道の哲学を学び，子供たち
の年齢や発育に合わせた指導ができるレベル」と
述べている 46）。
　試験基準の明確化，透明性，資質研鑽に向けた
取り組みが指導者レベル向上に繋がった結果，死
亡事故ゼロ，登録人口の増加やロンドン五輪で国
別メダル獲得数第 2 位にランクされ，金メダル 2
個を含む 7 個のメダル 5）が示すように，競技力
向上にも強く影響していることが推測される。

6．研修期間・時間
　全柔連には定められていないが，重要事項であ
ると考えられることから FFJDA 規程を明記す
る。
　FFJDA は「初期育成の継続として行われる研
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修」の場合は，最低の研修期間は 1,200 時間とし，
その内の 700 時間は研修機関内で行われることに
なっている。指定された公的育成機関にて講義を
中心に学習し，500 時間以上は公認柔道クラブに
て実技を学ばなければならないと規定されてい
る。研修機関や研修生の習熟度によって異なるが，
最短で 10 ヶ月から 2 年の期間が必要となる。指
定された公認の教育期関で研修時間が明確に提示
され，資格の厳格さが窺える。聞き取り調査では，
長期間に渡る研修に対しての批判が見られた。

7．資格の有効期間（更新方法）
　全柔連の有効期間は 4 年間で，その間に全柔連
が主催する講習会を受講することが定められてい
る。
　FFJDA は，有効期間（更新方法）に関する記
述は見られない。前述したように，フランス各地
方で研修会が開催され，指導者全体の学習意欲は
高く，研修会への参加が伝統的に慣習化されてい
る。
　FFJDA は指導者資質向上を目的とした研修会
を年数回，各地方に分散して実施しているが 1）19），
FFJDA 副会長のミッシェル・ブルースは指導者
全体の 45% は年に 1 回の研修会に自発的に参加
していると報告している 4）。研修会は日本におい
ても実施されている。今年度はフランス全土から
選抜された 5 段以上の指導者 43 名が派遣され，
平成 26 年（2014）4 月 16 日～ 30 日の間，国際
武道大学，講道館にて，日本人の著名な指導者か
ら指導法や形を学び，研修プログラムの最後は，
毎年 4 月 29 日に日本武道館で開催される全日本
柔道選手権視察を終えて帰国した。
　FFJDA はこれまでにも海外派遣研修会を実施
してきているが，筆者らは平成 18 年（2006），愛
媛県柔道協会の協力を得て，指導者 48 名を受け
入れ研修会を行った経緯がある 10）。当初は隔年
で行っていた日本での研修会は，近年は毎年講道
館，天理大学等を拠点に実施されている。日本で
の研修会が継続的に実施されていることからも，
FFJDA の指導者の資質向上に対する意識の高さ
が窺える。

8．指導者資格の停止，喪失及び回復
　全柔連は明確な規程を設けている。
　規程されるに至った背景は，アテネ・北京五輪
金メダリスト逮捕事件や全柔連強化委員会の不祥
事問題が生じたことから 36），これらへの対応措
置として明記されたものと考える。また資格回復
に関しては，バルセロナ五輪金メダリストの吉田
秀彦が現役引退後，プロ総合格闘技家に転身した
が 22），平成 23 年（2011）に実業団柔道の監督と
して指導者登録したことなどからも 6），明文化の
必要性が求められたものと考える。
　FFJDA 規程には停止等の規程は設けられてい
ないが，法律によって所持義務違反者に対して 1
年の懲役と 15,000€ の罰金刑に処すると定められ
ている。またスポーツ法典，第Ⅱ章，第 1 節，L．
221-9 条には，犯罪または違法行為で有罪判決を
受けた者は，俸給を得てであれ，ボランティアと
してであれ，一切のスポーツ指導をしてはならな
いと定めている。これに違反したものは 1 年の懲
役及び 15,000€ の罰金刑に処される。また，同 L．
212-13 条には身体的及び道徳的な健康や安全に対
して危害をもたらす時，その活動の一部，もしく
は全部を恒久的な形で禁止を宣言できるとされ，
永久追放処分を下すことが認められている 31）。
　ロンドン五輪金メダリストでフランス女子柔道
家・リシュー・デコスはインタビューで，日本で
の暴力事件について聞かれた際に次のように語っ
た。「フランスでは，指導者が殴ったりする権利
がないことをしっかり認識していて，暴力事件な
どがないことを前提として指導を行っている」7）

と話していることからも，FFJDA では不祥事を
想定した規程の必要性がないのではないかと考え
る。聞き取り調査からも，暴力行為を見たことも
ないし，受けたこともないと断言され体罰への強
い拒絶感を示した。

9．受講費等
　全柔連は受験料 3,000 円と講習会受講費 2,000
円が必要と明記されている。
　FFJDA は資格審査に限らず，昇段審査料や合
格料は無料である。ただし，年間登録費は年齢，
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登録区分，段位の有無を問わず，一律 34€ 24）（4,760
円，1€=140 円換算，以下同様計算）と全柔連と
比較すると高額である。全柔連個人登録費は未就
学児については無料，小学生500円，中学生800円，
高校生1,000円と高学年毎に段階的に高額になり，
指導者登録費は 2,600 円となっている 45）。
　平成 25 年（2013）の FFJDA は登録費収入だ
けでも約2,856,000,000円，総予算は約3,706,174,360
円となり，同年度全柔連総予算 1,131,700,728 円
を 8）大幅に上回る。この予算金額からも，資格
試験受験料や昇段審査料，合格料が無料でも円滑
な運営が行われることが推測できる。
　講習会費は全柔連の 2,000 円に対して，FFJDA
は 896,000 円と高額である。全柔連の講習時間は
10 時間を超えることはないが，FFJDA の研修時
間は 1,200 時間を超え，10 ヶ月以上 2 年の期間を
要することから高額費用に反映されていると考え
る。また後段で述べる，チューター（tuteur: 研
修生担当教師）制度の導入による人件費やアルテ
ルナンス（dispositifs de formation en alternance: 
施設交互方式）制度により人件費，施設費などが
派生することからも，研修費の高額化に繋がって
いるのではないかと推測する。

10．中央指導者資格審査委員会
　全柔連は次の 4 項目に関する権限を定めてい
る。①上級資格認定②資格の停止③資格の解除
④都道府県指導者資格審査員会の統括である。委
員会の構成は 5 名以上 10 名以下の委員を定数と
し任期，再任，定年に関する事項も記している。
　FFJDA は青少年・スポーツ地方本部長が審査
委員を任命する。審査委員会の構成は①育成者
25％②国家公務員 25％③雇用者代表 25％④職業
分野の被雇用者代表 25％と割合が定められ，国
家公務員最上級資格を有する，健康・スポーツ省
A 級（MSS）が審査委員会の委員長を務める。
通常は 4 名の委員で構成される。
　審査委員会の主な役割は①資格試験現場を認定
すること②各委員会の構成を決定すること③資格
を認定すること④既存経験の対等化（VAE）の
ケースを審査することが定められている。審査委

員長が最上級国家公務員資格保持者であり，柔道
専門外の審査委員が試験に関与していることか
ら，より幅広い観点からの評価が期待でき，閉鎖
性を除去し厳格性の保持が期待できる。一方，少
数委員の構成に不安を残すが，役割分担が明記開
示されていることから公平性，透明性が見られる。

11．FFJDA資格制度の特徴
　FFJDA 資格制度の中で，全柔連には見られな
い特徴的な制度を列挙する。

（1）チューター制度
　研修期間中における研修生の責任はチューター
に帰するものとし，チューターは研修生に明確な
指示を与え定期的な監視を行い，いかなる出来事
の発生においても育成者とチューターの責任が問
われると明記されている。チューターは研修生の
完全な自立に任せることなく常に指示を与え，確
定された目標と練習条件を示さなければならな
い。特に研修生に与えられる活動レベルと自立度
は体得された技能に合うよう，注意して管理を心
得る必要がある。
1）チューターの資格
　柔道 / 柔術専門家の分野に携わり，この種目の
指導経験を 3 年以上経過し，以下①～⑥のいずれ
かの資格を有するものでなければならない。
①スポーツ体育教員　② BEES 二級
③ DESJEPS　④ DEJEPS
⑤ FFJDA 発行のボランティア教員資格（Certifi -Certifi-
cat fédéral pour l’enseignement bénévole），及び
FFJDA 交付 2 段の資格　⑥ BEES 一級
2）役割
　重要な役割を占め，以下の各段階に定められる。
①施設で研修生を受け入れ，情報を与え，必要な
手助けをしながら契約期間中に案内役を勤め，育
成機関との連携を実施する役割
②実指導のシチュエーションの準備調節を行い，
チューター自身のプロとしての文化を伝授しなが
ら，その伝授の度合，研修生にプロ指導者として
の技能取得レベルを評価するという役割
③柔道 / 柔術の稽古と指導に必要不可欠な知識，
技法，及び心構えについて教示する役割
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④進捗状況，学習内容の取得レベルや過不足を評
価する役割（それに関し，育成終了の時点で研修
生の真剣さに対する評価結果を提示する）
⑤研修生が所定の時間分だけ研修を受けたことの
書類に記入する役割
⑥資格試験に参加する役割
　研修生の指導力向上や資格取得のために，新規
に導入されたチューター制度の任務が明確に定め
られ，指導内容に具体性が見られ，役割分担が明
確である。育成者と研修生の間にチューターを入
れることによって，より質の高い，きめ細かな指
導体制を図ろうとする意図が窺える。

（2）アルテルナンス制度
　アルテルナンス制度の究極の目的は「育成両局」
とされる研修機関と受け入れ施設との連結を確保
すると共に，関係者同士の密接な連絡による厳密
な計画で育成を進めることにある。
　チューター等の指導のもと，受け入れ施設にい
る研修生は知識，技法，心構えを身に付ける。研
修機関では，研修生が施設で経験された内容を考
慮しつつ，両組織同士の相互補完関係が図られる。
　新規に導入されたアルテルナンスプロジェクト
では，関係者同士の了承を得た育成総合プロジェ
クトが作り上げられる。研修機関で得られる教育
と施設で得られる教育の内容は異なるが，単なる

「理論・実技」の違いで片付けることはできない。
両方の組織でセオリーと実技の能力を取得するこ
とができる。
　研修機関では主に知識と理論を学び，施設は柔
道場を敷設するクラブであり，実技技能と指導法，
形等を中心に学ぶことになるが，両局において理
論と実践を並行しながら学び，偏りがない研修を
方針としている。BEES にはなかった制度で，理
論を過度に優先した反省から DEJEPS ではクラ
ブでの実践活動，実技指導を重視していることが
窺える。

（3） 研修機関が研修生として認定するまでの選抜
制度

　DEJEPS 資格取得を希望する者は，以下の第五
段階に及ぶ審査を踏まえ，研修機関に研修生とし
て認定される。

1）申請書の特性（書面審査）
　研修希望者は申請書を提出しなければならな
い。申請書として必要な書類に「救命育成証書

（attestion de formation aux premiers secours）」，
または「国民予防・救命証書一級（PSC 1: Préven-Préven-
tion et Secours Civiques de niveau 1）」が含まれ
ている。
2）技術力の事前審査
　育成を受けるものは以下の条件を満たさなけれ
ばならない。
①直近 3 カ年中，柔道 / 柔術の種目に関する最低
300 時間の指導活動を明示できること
②柔道 / 柔術 2 段の技術レベルを証明できること
③柔道 / 柔術技術昇進（perfectionnement tech-tech-
nique）の教育経験を明示できること
　以上の事前条件は次の方法にて確認される。
①柔道 / 柔術，剣道および関連種目の全国技術政
策本部長発行の過去 3 年における柔道 / 柔術種目
の最低 300 時間の指導経験証明書の提示
② FFJDA にて実施される 2 段レベルの 30 分の
技術試験
③技術昇進のセッションを指揮する形の 30 分の
試験。直後に柔道 / 柔術，剣道および関連種目の
全国技術政策本部長と 20 分の面接試験
　以上の二つの審査の合格にて，柔道 / 柔術 / 剣
道および関連種目の全国技術政策本部長から証明
書が交付される。
　上記の全項目に合格した受験生は，研修初期段
階の事前条件を満たしたものと見なされる。
3）研修機関が実施する研修生の選抜審査
　研修機関は受け入れ条件として以下の審査を実
施する。審査の意図は安全性に関する知識，意識
の確認とリスクマネージメント能力を評価する。
　以下の形式で行う。
①くじ引きで指導テーマが与えられ，そのテーマ
をもとに研修候補者は 30 分の技術，昇進セッショ
ンの書いた道筋を準備する（作文許容時間 30 分）
②技術昇進セッションを実施し，その後 20 分の
面接試験を受ける。特に安全を十分に守れたか，
セッションを懸命に進めたかについて採点される
4）研修機関が実施する研修生の第二次選抜審査
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　事前条件確認後，研修機関は他の選定試験を提
案することもできる。
①基本的に指導と練習についてモチベーションが
高く，指導の職業に従事する能力ある候補者のみ
採用すること
②候補者が持つ指導活動に関する一般知識を評価
すること
③受け入れ可能人数，管理体制，物理的環境など，
研修機関のキャパシティと手持ち資源に適する最
善の候補者数を受け入れること
　以上のことを確認するため 20 分の面接試験を
実施する。
5） 研修機関が実施する研修生のオリエンテー

ション
　オリエンテーションでは研修を受けるに先立
ち，研修生の状況を分析し，既に取得された内容
を確認し，その上，ガイドライン総括に求められ
る能力と比較検討も行う。オリエンテーションの
結果，研修の個別カリキュラムを作成する。オリ
エンテーションの具体的なステップは以下の三つ
とする。
①研修の概要紹介（目標，資格取得のシステム，
教育とアルテルナンスの制度，育成モジュールの
構成など）
②個人育成プラン（PIF, Plan Individuel de For-For-
mation）の作成用に，研修生たちは既に取得さ
れている技能（能力）の特定
③ PIF 決定段階，この段階では教育チームから
育成の一部，または育成全体に関し，育成の強化，
軽減を提案されることがある
　以上のことを確認するため 30 分の面接試験を
実施する。
　上述の選抜過程を経て，研修生として認定され
る。研修生として認定されるまでには，五次に及
ぶ審査会，オリエンテーションをパスしなければ
ならない。研修生と研修機関とのミスマッチを防
ぐために適性審査を重ねて，より質の高い指導者
育成を目指していることが示唆される。

Ⅴ　結論
　全柔連と FFJDA の資格制度には差異が見られ

るが，その良否を問うものではない。
　フランス柔道の発展の背景には，資格制度が大
きく影響していることが推測される。FFJDA 資
格制度は，細分化された内容が系統的に明文化し
ていることから，全柔連資格制度の参考となる事
項・制度が示されていると考える。
　聞き取り調査からは，経済負担，育成期間の長
期化などから研修候補生の減少化や指導力の低下
の声も聞こえ，現行制度に対する批判や課題も見
受けられ，十分な制度ではないとの指摘もある。
今後全柔連において制度変更・再構築を図る際に，
FFJDA 資格制度を参考にするならば，実態を十
分に掌握した上で，適合性を熟慮しながら慎重に
検討し判断することが求められる。
　FFJDA の内 DEJEPS と全柔連・A 指導員の資
格制度を対象に考察したが，CQPAPAM など他
の区分についても，研究を継続していく必要があ
ると考える。本研究が資格制度再構築に向けて，
基礎資料になれば幸いである。

註
　 本 稿 の フ ラ ン ス 資 格 制 度 に 関 す る 資 料 は
FFJDA の ホ ー ム ペ ー ジ :（http://www.ffjudo.
com/ffj/Minisites/Formation/Formations-
Certif ications/Diplomes-professionnels-d-
enseignement-DE-JEPS，最終アクセス日 2014/                           
1/3）から入手したフランス語版資料を翻訳者，
Jean Marc-Weiss 氏に依頼，また，柔道専門用語
の解説を FFJDA 研修機関において研修生の講義

（講道館の歴史と嘉納治五郎の柔道論）を担当す
る柔道家 Yves CADOT 5 段（Université de Tou-Tou-
louse Jean Jaurès，文学部外国語学科日本語文化
センター准教授）が行い，著者が総合的に監訳，
考察を行った。また，作成した図・表は，聞き取
り調査者と全柔連から入手した資料及び FFJDA
ホームページ : Balance FFJDA au 31 décembre 
2013,（http://www.ffjudo.com/ffj/La-federation/
Gestion，最終アクセス日 2014/1/3）を元に作成
した。
　比較対象にした全柔連資格制度資料は，全柔連
ホームページ :（http://www.judo.or.jp/，最終ア
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クセス日 2014/6/1）から入手し抜粋した主な規
程を表に著した。なお，全柔連公認柔道指導者資
格制度は平成 26 年 8 月 20 日に改正され，平成
27 年度 4 月から新しい資格制度が施行される予
定であること 49）を付記しておく。

　本研究の一部は，文部科学省科学研究費助成事
業（基盤研究（C）課題番号 24500745，研究代表
者 : 濱田初幸）の助成を得て行われたものである。
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